
令和５年度柳川市社会福祉法人指導監査方針 

 
 

柳川市社会福祉法人指導監査実施要綱（平成 25年柳川市告示第 49号）第２条第１項

の規定に基づき、令和５年度指導監査の基本方針を次のとおり定める。 

 

 

１ 基本方針 

  社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第５６条

第１項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定めら

れた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な

法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。 

本年度の一般監査では、社会福祉法人制度改革を踏まえて見直された「社会福祉法

人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」に基づき、社会福祉法人の運

営が適正に行われているか確認する。 

 

 

２ 指導監査重点項目 

 （１）適正な社会福祉法人運営の確保 

   ア 評議員、理事及び監事の欠格事由等の確認 

     平成２９年の社会福祉法の施行から５年が経過し、評議員、理事及び監事につい

て改選が行われていることから、社会福祉法、同法施行規則及び定款に定められ

た手続きを経て選任しているか、欠格事由に該当する者がいないか。また、役員

については、資格要件を満たした者が選任されているか。 

   イ 理事会及び評議員会 

     理事会、評議員会が定款及び法律の定めに従い、適正に行われているか。また、

議事録が適切に記録、保存されているか。 

   ウ 暴力団排除の徹底 

     法人運営等における暴力団排除の徹底が図られているか 

（２）会計処理の適正化 

ア 会計処理 

     社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について（平成 29年 4月 27日雇児発 0427

第 7 号・社援発 0427 第 1 号・老発 0427 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）に基づき、社会福祉法人の会計処

理が適正に行われているか。 

イ 内部牽制 

会計処理、現金管理に関する内部牽制体制は確立されているか。 

  （３）前回の指導事項の改善状況の確認 



  

３ 年間指導監査実施計画 

   柳川市社会福祉法人指導監査実施要綱第４条第５項第１号の規定に基づき、令和

５年度年間指導監査実施計画を次のとおり定める。 

  （１）監査対象法人 ５法人 

法人名称 実施予定日 監査担当課 

社会福祉法人たからばこ 令和５年１１月１５日 福祉課 

社会福祉法人瑞彰福祉会 令和５年１０月１０日 

子育て支援課 
社会福祉法人正光会 令和５年１０月２５日 

社会福祉法人願生舎 令和５年１０月２７日 

社会福祉法人知新福祉会 令和５年１１月８日 

    ※社会福祉法人からたち（現在休止中）については、別途実施予定 

◎令和６年度監査対象法人７法人（予定） 

     社会福祉法人学正会、社会福祉法人光喜会、社会福祉法人久寿会、 

社会福祉法人大和福祉会、社会福祉法人遊和福祉会、 

     社会福祉法人海静福祉会、社会福祉法人三和福祉会  

 

  （２）実施方法等 

    ア 対象法人に対して、概ね２か月前までに通知 

    イ 事前資料の提出（監査日の概ね２０日前まで） 

    ウ 社会福祉法人事務所にて実地監査 

 

  （３）監査結果 

     監査実施後、２～３週間を目途に監査結果の通知を行い、通知後１か月を目途に

改善報告書の提出を求める。 

 


